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各府県の対処方針に基づく主な措置内容（７月 14日時点） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 徳島県 

外出自粛 
・外出自粛を要請して
いない 

・旅行、帰省等の移動や、
人が集まる場所では、混
雑状況に気を付け、基本
的な感染対策等、感染リ
スクを回避する行動を
とる 

・高齢者や基礎疾患のあ
る方、これらの方と日常
的に接する方は、感染リ
スクの高い場所への外
出を控える 

・体調不良時は外出を控
える 

 

・高齢者及び同居家族等
日常的に接する方は、
感染リスクが高い場所
への外出・移動を控え
ること 

・外出時には混雑している
場所や時間を避けて
少人数での行動を要請 

・食べながらの会話など、
感染リスクが高い行動の
自粛を要請 

・帰省・旅行の場合や、感
染不安を感じる無症状者
の検査受検を要請 

 

・外出時には、感染防止策
を徹底し、十分用心する 

・ふだん同居していない
メンバーとの活動は、交
通機関や車による移動
でも注意 

・安全な生活・安全な外出
を心がける 

・県外へ外出する場合は、
基本的な感染予防対策を
徹底した上で、感染リス
クの高い行動は控える 

・基本的な感染対策の徹
底、感染リスクの回避、
感染対策が徹底された
飲食店の利用 

・県外先の自治体の要請
や情報を踏まえた行動
をするとともに、帰県後
は無料検査を積極的に
受ける 

・県外から県内に移動さ
れる場合は、本県が用
意している「事前PCR検
査」や、居住地の一般検
査など、無料の検査制
度を積極的に活用 

イベントの 
開催制限 ・国の基準に準ずる ・国の基準に準ずる ・国の基準に準ずる ・国の基準に準ずる 

・国の基準に準ずる 
・業種別ガイドラインの
遵守 

・国の基準に準ずる 

・国の基準に準ずる 
・ガイドラインや感染防
止安全計画に沿った感
染防止対策を徹底 

・同左 
・同左 
 

施
設
の
使
用
制
限 

飲食店 等 

・会食は認証店舗で感
染リスクを下げる工
夫をして行う 

・業種別ガイドライン
の遵守を徹底した上
で、感染予防対策を十
分に実施 

・適切な感染対策が講じ
られているお店（認証
店）を利用 

・会話の時はマスクを着
用 

・お店では大声で話さな
い 

・余裕を持った配席で、長
時間に及ばないように
する 

[認証店舗以外] 
・同一グループ･同一テー
ブル４人以内要請(５人
以上不可) 

・利用者に対し、2時間程
度以内での利用を求め
ること 

 
 
［全ての店舗］ 
・利用者に対し、マスク会
食の徹底を求めること 

・カラオケ設備を利用す
る場合は、利用者の密を
避ける、換気の確保等、
感染対策の徹底 

[認証店舗] 
・認証店認証基準の遵守 
 
[認証店舗以外] 
・酒類提供の場合は、アク
リル板の設置等、一定の
要件を満たすこと 

・「新型コロナ対策適正店
認証」取得の推奨 

 
［全ての店舗］ 
・飲食以外の会話時の適切
なマスク着用の推奨 

・利用者の密の回避、手指
消毒設備の設置、効果的
な換気(二方向の窓開け
や気流を阻害しないパー
テーションの配置等)な
ど業種別ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ等に基
づく感染対策の徹底を要請 

・換気・マスク着用・飛沫
防止措置をお願い 

・第三者認証制度の推進 
・業種別ガイドラインを
遵守 

・各事業所で感染拡大予防
ガイドラインを遵守 

・飲食・カラオケは気をつ
けて、換気にも注意 

・イベントや催物を行う場
合は気をつけて 

・業種別ガイドラインの
遵守を徹底した上で、感
染予防対策を十分に実
施 

・第三者認証制度の推進 

・業種別ガイドラインの
遵守を徹底した上で、
感染予防対策を十分に
実施 

・とくしまコロナお知ら
せシステムの活用 

・飲食店・宿泊施設の従 
 業員を対象に、県が配
布する抗原検査キット
を用いた検査を実施 

・抗原検査キットを用い
た従業員等の検査に協
力いただいている「コ
ロナ対策三ッ星店」の
積極的利用を推奨 

飲食店以外 
の施設 
・商業施設 
・サービス業 

     等 

・業種別ガイドラインの
遵守 

・これまでにクラスター
が発生しているような
施設や３密のある施設
は、適切な入場整理等
（人数管理、人数制限、
誘導等）の実施 

・感染防止対策の徹底 

・入場者の整理、入場者へ
の適切なマスク着用の周
知、飛沫防止措置等の感
染対策の実施を要請 

 
（神戸市） 
・業種や施設の種別ごとの
感染拡大予防ガイドライ
ンに基づく感染防止対策
を徹底 

 

・商業施設の自己認証制
度の推進 

・業種別ガイドラインを
遵守 

・各事業所で感染拡大予防
ガイドラインを遵守 

・イベントや催物を行う場
合は気をつけて 

・業種別ガイドラインの
遵守を徹底した上で、
感染予防対策を十分に
実施 

別添 1-2 

※政令市においては、独自の方針がある場合にのみ記載 
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各府県の対処方針に基づく主な措置内容（７月 14日時点） 
 

 

区分 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 徳島県 

学校、大学等 

[県立学校] 
・各教科等における「感
染症対策を講じても
なお感染リスクの高
い学習活動」について
は適切な感染対策を
行った上で実施 

・部活動は、可能な限り
感染症対策を行った
上で、合宿や泊を伴う
活動も含め通常の活
動が可。（ただし、レベ
ル２への引き上げに
伴い、活動実施地域の
感染状況や都道府県
の対応等確認し、感染
防止対策を徹底） 

・学校、保育所等で決めら
れた感染対策のルール
を守る 

・毎朝の検温等、子どもの
体調管理を行い、家族を
含めて発熱等の症状が
ある場合は登校登園を
控える 

・学校等の休業期間にお
いても感染リスクが高
い行動を控える 

［大学等］ 
・発熱等の症状がある学
生は、登校や活動参加を
控えるよう、周知徹底 

・旅行や自宅･友人宅での
飲み会、部活動や課外活
動における感染リスク
の高い活動（合宿等）や
前後の会食における感
染防止対策の徹底 

[県立学校] 
・｢学校に持ち込まない､学
校内に広げない｣を基本
に、十分な感染防止対策を実施 

・宿泊を伴う活動は、県内・
県外とも、感染対策が確
認される宿泊施設に限定
する（学校は不可） 

・マスク着用は、学校衛生
管理マニュアル等を基本
としつつ、熱中症リスク
等を考慮して対応 

・教職員に対し、ワクチン
接種を呼びかけるととも
に、感染リスクの高い行
動等を自粛するよう指導 

 
（神戸市） 
［市立学校］ 
・学校衛生管理マニュアル
に沿った感染対策を実施 

・熱中症対策を優先し、運
動時や登下校時などは積
極的にマスクを外すよう指導 

・部活動での宿泊を伴う活
動は、感染防止対策が講
じられている宿泊施設に
限定（学校は不可） 

・学校、保育所に対して感
染対策責任者による感
染予防対策の励行をお
願い 

・学校・教育現場での感染
予防対策の徹底 

・部活は、練習試合や合同
練習等は慎重に行うこと 

・各競技団体等のガイドラ
インが示す感染予防対策
を徹底した上で活動 

・移動､更衣､飲食等､部活
動に付随する場面も注意 

・本人及び家族に発熱等の
症状があれば、厳に登校
しないこと 

・学校教育活動及び学校
行事は、感染防止対策を
一層徹底の上実施 

・保育施設は、県ガイドライン
を参考に感染防止対策を徹底 

・部活動は、感染防止対策
を一層徹底の上、県及び
各競技団体が定める
ガイドラインに則って実施 

・クラスター未然防止・早
期対応のため、子ども関
連施設及び学校特命チ
ームにより施設指導等
を実施 

・「部活動顧問用チェック
リスト」や、「屋内運動部
活動における感染拡大
防止チェックリスト」
「県総体感染対策徹底
シート」を活用した、
感染防止対策の徹底を確認 

・部活動において陽性者が
発生した場合等は部員
等に対し抗原検査を実施 

［児童等利用施設］ 
・「専門電話相談窓口」の開設
や、県ガイドライン及び
チェックリストに基づ
き、感染防止対策を徹底 

・検査を希望する幼稚園・
保育所等職員を対象に、
抗原定性検査キットを
配布し集中的な「抗原検
査」を実施 

［大学・専門学校等］ 
・大学等からの要請に基づ
く「抗原定性検査キット」の配布 

・県の「大規模集団接種」
による「ワクチン接種」の推奨 

・学生等への「薬局等にお
ける一般検査」や帰省時
における「事前の PCR 検査」の推奨 

事業所等 

・業種別感染拡大予防ガ
イドラインに基づく
感染防止策の徹底 

・テレワーク・時差出勤  
 の活用など職場での 
 感染対策を行う 

・業種別ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの遵守 
・在宅勤務等、人との接触
を低減する取組の推進 

・職場の感染対策を再点
検し、居場所の切り替わ
りでの注意喚起を徹底 

・テレワークの活用、時差
出勤、自転車通勤等、人
との接触を低減する取
組みを進めること 

・重症化リスクのある従
業者等への就業上の配慮 

・業種別ガイドラインの遵守 
・高齢者施設での面会は
原則自粛 

・在宅勤務(テレワーク)取
組の協力依頼 

・感染防止取組の徹底及び事
業継続計画の取組の要請 

・業種別ガイドライン等の実践 
・重症化リスクのある労働
者等への就業上の配慮 

 
（神戸市） 
・職場への出勤について、 
 在宅勤務（テレワーク）  
 や時差出勤の活用等によ  
 り、柔軟な働き方を推進  
 するほか、事業継続計画 
 の実施準備及び計画に基 
 づく取り組みを行う。 

・感染防止策の継続 
・高齢者施設等に対して
感染対策責任者による
感染予防対策の敢行を
お願い 

・事業継続計画の再点検及
び早期策定の推進 

・在宅勤務を積極的に活用 

・事業継続計画の再点検
及び早期策定の推進 
・テレワークや時差出
勤・交代勤務の促進 

・従業員やその家族の体
調管理や無料検査の受
検への配慮 

・これまでの感染対策の
再チェック 

・クラスター発生時の迅
速な封じ込め体制確保 

若年層のワクチ
ン接種率向上へ
の取組 

・県 HP や YouTube で若
年層向けにワクチン
接種の解説動画やパ
ンフレットを掲載 

・県の広域ワクチン接種
会場で、10歳代から 20
歳代の若年層の接種
を促進するため、「学
生・若者枠（18歳～29
歳）」を設定 

・7 月 21 日～8 月 15 日
までを「夏休みワクチ
ン接種促進強化期間」
として接種機会を拡
大するとともに、効果
や接種期限について
の情報発信を市町と
連携して実施 

 

・京都タワー会場におい
て、大学・企業等の団体
接種を実施 

・６月から大学・企業等の
希望により、医療従事
者、事務スタッフ、ワク
チン等の資材、接種及び
待機場所となるバス車
両の派遣を開始 

 
（京都市） 
・現役世代が手に取る地
域のフリーペーパーに
啓発広告を掲載 

・大学生や留学生、企業等
を対象としたメールマ
ガジン等で啓発を実施 

・30 代以下の府民をターゲットに、 

SNS 等を活用した広報・啓発を実施 

・大学等を対象とした府大規模接種会

場での団体接種を新たに実施。参加

大学を府 HP で公表 

・経済団体を通じ、企業に若年層をはじ

め従業員等の接種促進に向けた協力

を働きかけるとともに、協力企業を

府 HP で公表 

（大阪市） 

・市 HP に若年層向けの特設ページを掲

載し、ワクチン接種の正しい知識や

効果と副反応について記載 

・若年層に不安を解消してもらうため

の特設ページを作成 

（堺市） 

・集団接種会場で夜間接種や予約無し

接種を実施 

・集団接種会場にお子様見守りスタッ

フを配置 

・若年層向けインターネット広
告を作成し、追加接種につい
て啓発 

・県大規模接種会場における予
約なし接種を実施し、付近の
大学等に、取組等の広報活動
を実施 

・県内大学から大規模接種会場
への送迎にあたり国補助への
県独自の追加支援を実施 

・令和 4 年 5 月を「新型コロナ
ワクチン接種促進月間」と位
置づけ、県内市町とも連携し
て、多様な接種促進策を展開 

（神戸市） 
・平日夜間用の集団接種会場を
設置 

・大規模接種会場で企業・大学
等の団体接種を受付 

・テレビ CMや YouTubeで
の動画配信、県立大学等
における動画 CM 放映、
県の職域ワクチンを活
用した大学生向け接種 

・県外在住者の内、県内へ
の通勤・通学者も広域接
種会場での接種対象に
加えたほか、当日予約も
実施。さらに、大学、企
業等からの団体予約も
受付開始 

・12～17歳向けの集団接種
をショッピングモールで
実施（市主催） 

・新成人へのプレゼント
キャンペーンを展開 

・大学生などを対象とし
た県営会場への送迎支
援や就職活動中の学生
を対象とするプレゼン
トキャンペーン等を実
施する 

・予約なし接種の実施 
・妊婦・若年層とその同居
家族への優先枠を設定 

・ターミナル駅や大学等
から接種会場へシャト
ルタクシー・バスを運行 

・企業・団体・学校等にワ
クチンバスを派遣し、オ
ンデマンド型の接種を
実施 

・ワクチンに関する疑問
を持つ高校生からの質
問に、医師や接種を終
えた看護学生が答える
動画を作成し、県庁舎
や市町村、SNS等で発信 

・大規模接種会場におけ
る夜間接種日の追加、
予約なし接種の開始 

・大規模接種会場におい
て、中学生・高校生及び
その保護者を対象とし
た予約無しの３回目接
種を実施 

別添 1-2 

※政令市においては、独自の方針がある場合にのみ記載 
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（７月１３日時点）

（参考）

〔出典〕ワクチン接種状況ダッシュボード（VRS）

    ※厚生労働省からの提供資料（7月13日時点）より作成

奈 良 県 833,175 61.96% 80.89% 80.48%

計 11,929,531 58.05% 79.00% 78.56%

徳 島 県 472,032 64.23% 81.23% 80.80%

鳥 取 県 343,947 61.77% 79.93% 79.45%

和 歌 山 県 588,614 62.32% 79.20% 78.82%

神 戸 市 (866,030) 56.72% 79.04% 78.54%

兵 庫 県 3,273,114 59.26% 79.80% 79.37%

堺 市 (472,331) 56.81% 78.45% 78.03%

大 阪 市 (1,425,201) 52.02% 75.58% 75.10%

大 阪 府 4,902,756 55.46% 77.80% 77.37%

京 都 市 (795,328) 56.78% 78.10% 77.60%

京 都 府 1,486,358 58.74% 79.46% 79.00%

滋 賀 県 862,710 60.80% 80.88% 80.38%

接種回数 接種率 接種率 接種率

別 添 2

新型コロナウイルス感染症に係る検査・医療体制等

令和４年７月２１日

広 域 医 療 局

１．ワクチン追加接種の状況

府県市名
追加接種

１回目接種

（参考）

２回目接種

（参考）
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[ ]内‥‥人口10万人当たり検査実績

※京都市検査実績については、別途実施している「高齢者施設における重点検査」が含まれる。

（参考）

〔出典〕厚生労働省「データからわかるʷ新型コロナウイルス感染症情報ʷ」［府県］

    各市回答データ［市］

    令和３年１月１日住民基本台帳人口（人口10万人当たり検査実績算定）

（６月２９日時点）

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

（参考）

/ / /

〔出典〕厚生労働省「療養状況等及び入院患者受入病床数等に関する調査」

36床 [5.6%] 72室 1,083室 [6.6%] 

1,934床 [6.8%] 1,195室 16,520室 [7.2%] 

奈 良 県 29床 522床 [5.6%] 2床

25床 [0.0%] 47室 500室 [9.4%] 

計 925床 8,323床 [11.1%] 131床

47床 [0.0%] 79室 459室 [17.2%] 

徳 島 県 29床 263床 [11.0%] 0床

26床 [0.0%] 28室 178室 [15.7%] 

鳥 取 県 16床 350床 [4.6%] 0床

142床 [0.7%] 144室 2,411室 [6.0%] 

和 歌 山 県 62床 588床 [10.5%] 0床

1,471床 [8.4%] 731室 11,216室 [6.5%] 

兵 庫 県 154床 1,529床 [10.1%] 1床

171床 [4.1%] 114室 1,126室 [10.1%] 

大 阪 府 510床 4,130床 [12.3%] 123床

52床 [0.0%] 52室 630室 [8.3%] 

京 都 府 112床 960床 [11.7%] 7床

うち重症者用
使用居室数

[使用率]
/ 確保病床数 / 確保居室数

滋 賀 県 42床 503床 [8.3%] 0床

３．療養状況等及び入院患者受入病床数等

府県市名

【入院】 【宿泊療養】

使用病床数
[使用率]

奈 良 県 949件/日 [71件/日] 862件/日 [64件/日] 946件/日 [70件/日] 

25,518件/日 [124件/日] 

[84件/日] 

計 25,445件/日 [124件/日] 23,851件/日 [116件/日] 

徳 島 県 589件/日 [80件/日] 607件/日 [83件/日] 616件/日

691件/日 [124件/日] 

[98件/日] 

鳥 取 県 475件/日 [85件/日] 439件/日 [79件/日] 

和 歌 山 県 923件/日 [98件/日] 779件/日 [82件/日] 930件/日

(860件/日) [56件/日] 

[46件/日] 

神 戸 市 (807件/日) [53件/日] (811件/日) [53件/日] 

兵 庫 県 2,590件/日 [47件/日] 2,529件/日 [46件/日] 2,564件/日

(475件/日) [57件/日] 

[177件/日] 

堺 市 (368件/日) [44件/日] (332件/日) [40件/日] 

大 阪 市 (4,840件/日) [177件/日] (4,380件/日) [160件/日] (4,853件/日)

10,223件/日 [116件/日] 

[138件/日] 

大 阪 府 10,619件/日 [120件/日] 10,061件/日 [114件/日] 

京 都 市 (1,521件/日) [109件/日] (1,584件/日) [113件/日] (1,939件/日)

京 都 府 1,823件/日 [72件/日] 1,696件/日 [67件/日] 1,711件/日 [68件/日] 

滋 賀 県 890件/日 [63件/日] 633件/日 [45件/日] 656件/日 [46件/日] 

２．検査実績

府県市名 6/6～6/12 6/13～6/19 6/20～6/26
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（７月１３日時点）

接種回数
対象者数

（人）
接種率

滋 賀 県 12,616 95,355 13.23% 114

・地域の医療機関での接種が困難とされた小児に対する接種体制を構築し

た。

・小児接種の必要性や安全性をわかりやすくまとめた動画作成・SNS広告

配信による啓発。

京 都 府 15,469 144,947 10.67% 115
・医療関係団体に対し、小児へのワクチン接種の協力要請を実施。

・医療従事者の派遣による接種体制整備の支援。

京 都 市 (5,172) (75,378) 6.86% 約105
（予定を除く数字）

・接種券のお届け［2月28日：9歳～11歳，3月4日：5歳～8歳］

・接種が推奨されている重症化リスクの高い基礎疾患を有する小児の優先

接種を実施［優先接種期間：3月7日～3月18日］

・接種を希望される全ての小児への接種を実施［3月19日以降］

・本市が設置する集団接種会場での接種を実施［3月20日以降］

・小児への個別接種を行う医療機関への支援金の支給

大 阪 府 35,987 504,804 7.13% 約750

・看護師が常駐する専門相談窓口を24時間体制で設置。

・かかりつけ医等での対応が困難な場合における専門的な医療機関での診

療体制を整備。

・医師会等に対し小児へのワクチン接種の協力要請を実施。

大 阪 市 (7,901) (140,193) 5.64% 約300

・小児科もしくは小児の診察を行う医療機関で接種を行っている。３月10

日から接種開始。

・新型コロナウイルスワクチンの夏休み中の接種を勧奨するために、厚生

労働省提供のチラシを活用し、７月中に小学校へ配布し啓発する予定。

堺 市 (3,291) (50,434) 6.53% 66

・対象者へ、3月4日に接種券を発送。

・個別接種会場（医療機関）は、3月9日以降、準備が整った医療機関から

予約・接種を順次開始。

・集団接種会場（医療機関）は、3月10日から予約受付、3月14日から接種

開始。

・5月1日から6月12日まで、集団接種会場（地域会場）1か所で小児接種を

実施。

兵 庫 県 31,610 332,264 9.51% 約380

・市町を越えた広域的な接種体制を構築。

・小児の感染状況やワクチンの効果や安全性、副反応に関して、専門家の

説明動画を発信。

神 戸 市 (7,381) (88,659) 8.33%
個別医療機関

市内161か所
・こども向け専用窓口（こども健康相談窓口）の設置。

和歌山県 5,334 52,405 10.18% 73
・小児科医の人的資源が乏しい市町村については広域的な接種体制を構築

した。

鳥 取 県 6,817 33,649 20.26% 75

・県内の医療機関に対する説明会を実施し、協力を呼びかけた。また県内3

圏域で小児の広域接種を実施することとなり県内の小児接種体制が整っ

た。

・小児接種の勧奨、啓発のため、市町村に文書で協力を呼びかけるととも

に、県でチラシを作成し、医療機関や学校等に配布するほか、TVCMやイ

ンフォマーシャルを作成し様々なメディアを通じて発信している。

・夏休みに向けて、保護者への接種勧奨を進めるほか、小児接種のための

臨時接種会場を設置して小児接種実施。

徳 島 県 6,840 40,424 16.92% 63

・市町村域を越えて接種できる「広域接種体制」を構築し、予約について

も統一したコールセンターとウェブサイトから申し込みができるようにし

ている。

・国リーフレットを印刷し、市町村窓口、医療機関、保育所等に配布。

・小児接種を案内するTVCMを放送。

奈 良 県 7,933 77,170 10.28%

99

個別接種 73

集団接種 26

・接種を希望する小児の身体状況等に応じて接種する体制を構築した。

〔出典〕各府県市からの回答
    ワクチン接種状況ダッシュボード（VRS）
    ※厚生労働省からの提供資料（７月１３日時点）より作成

【参考１】小児（５～１１歳）へのワクチン接種の状況

府県市

実施箇所数

（箇所）

※予定を含む

各府県市における取組状況

１回目
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（７月１３日時点）

接種回数
対象者数

（人）
接種率

滋 賀 県 21,106 85,327 24.74%

・接種体制の構築状況の把握。

・3回目接種の効果や副反応についてわかりやすくまとめた若年層向け動画作成・

SNS広告配信による啓発。

京 都 府 26,343 135,373 19.46%

・接種体制の構築状況の把握。

・医療従事者の派遣による接種体制整備の支援。

・若年層への接種の呼びかけの強化（SNSの活用、動画配信など）

京 都 市 (11,628) (69,903) 16.63%

・令和４年４月１４日から対象となる方へ順次，接種券をお届けし，市内の医療機

関で接種開始。

・４月２９日から集団接種会場での接種を開始。

大 阪 府 69,063 466,717 14.80%

・看護師が常駐する専門相談窓口を24時間体制で設置。

・かかりつけ医等での対応が困難な場合における専門的な医療機関での診療体制を

整備。

・若年層の接種促進に向けた広報啓発の集中取組。

大 阪 市 (14,982) (123,566) 12.12%

・接種対象者へ４月22日に接種券を発送。

・個別接種会場では、準備が整った医療機関より予約・接種を順次開始。

・集団接種会場では、４月26日から予約、４月29日から接種開始。

・新型コロナウイルスワクチンの夏休み中の接種を勧奨するために、厚生労働省提

供のチラシを活用し、７月中に中学校へ配布し啓発する予定。

堺 市 (7,256) (47,482) 15.28%
・4月8日に、接種券を対象者へ発送。個別接種会場（医療機関）は準備が整い次

第、順次接種開始。集団接種会場（医療機関）は、4月11日から予約受付開始。

兵 庫 県 57,133 303,839 18.80% ・若年層向けインターネット広告を作成し、追加接種について啓発している。

神 戸 市 (12,226) (80,778) 15.14%

・接種場所

 個別接種医療機関（約830医療機関）

 集団接種会場（市役所24階）

・こども向け専用窓口（こども健康相談窓口）の設置。

・市役所24階会場の12歳～17歳専用予約枠を設定。※約5,000枠（６月末まで）

・市役所24階会場での「接種券なし接種」の実施。（令和４年４月17日終了）

和歌山県 10,420 49,020 21.26% ・対象年齢者向けの集団接種（市主催）をショッピングモールで実施。

鳥 取 県 8,690 30,301 28.68%

・接種の啓発のため、インターネット広告やチラシを作成し様々なメディアを通じ

て発信している。また、各市町村のファイザー社製ワクチンの過不足数の再調査に

より、全市町村で必要量を確保できる見込み。引き続き、必要に応じて市町村間の

ワクチンの融通調整を実施する。

・今後、教育委員会とも連携して、引き続き接種勧奨に努めていく。

徳 島 県 9,604 37,306 25.74%

・希望する者への接種を速やかかつ円滑に行えるよう、県・市町村実務者会議を開

催し、接種体制の確保、接種券の発送準備、ワクチンの過不足状況を共有。

・必要に応じて、県が市町村間のワクチンの融通調整を実施。

・大規模接種会場において、中学生・高校生及びその家族を対象とした予約なしの

３回目接種を実施（7/24）

奈 良 県 15,597 73,772 21.14%

・教育委員会等と連携し、公立高校や私立学校等において、ワクチン接種に関する

情報発信を依頼。

・市町村に対しても、必要に応じて小・中学校等における情報発信等について、市

町村教育委員会と連携した対応等について検討を依頼。

〔出典〕各府県市からの回答
    ワクチン接種状況ダッシュボード（VRS）
    ※厚生労働省からの提供資料（７月１３日時点）より作成

【参考２】１２～１７歳へのワクチン追加接種の状況

府県市 各府県市における取組状況

３回目
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（７月１３日時点）

滋 賀 県

・市町担当者会議を随時開催し、情報共有を図ることで円滑な

接種の推進を図っている。

・県内2カ所に開設している県広域ワクチン接種センター（大規

模接種会場）において、６月10日から接種できる体制を構築。

・４回目接種の効果と副反応について、県民に向けて分かりや

すい情報提供を行う必要がある。

京 都 府

・市町村における接種券発送の方法やスケジュールについて情

報を把握し、円滑な接種の推進を図っている。

・府内3ヶ所に開設している府主導の接種会場において、5月26

日から接種できる体制を構築。

・高齢者施設へのワクチン接種チーム派遣

・市町村と連携し、４回目接種を希望される方の接種が進むよ

うに引き続き広報・周知等を行う必要がある。

京 都 市

・対象となる基礎疾患をお持ちの方を行政が個々に把握してい

ないため、５月３１日から、３回目接種から５か月を経過する

１８歳以上の全員に順次接種券をお届け。

・これまでと同様に、「個別接種」と「集団接種」を併せて行

う体制を確保。３回目の住民接種開始（令和４年１月２０日）

から５か月経過する６月２０日から集団接種の予約を受け付

け、７月１日から接種を開始している。

・高齢者施設（入所・居住系）の入所者と基礎疾患等を有する

施設従事者を対象に、３回目接種までと同様、施設内での接種

を順次、実施している。

ー

大 阪 府

・第6波において高齢者施設等でクラスター等が多数発生したこ

とから、高齢者施設等における接種促進に向けた下記の取組を

実施。

 〇府巡回接種チームの創設

 〇接種券の代行手配

 〇進捗管理に係る市町村への支援

・府内に大規模接種会場を設置し、府民の４回目接種を促進

（6/24～）。

・接種対象者の範囲について、4月28日付け国事務連絡において

「引き続き様々な情報を収集しながら、検討を行っていくこと

となる」とされているが、現時点においても医療従事者等への

接種の取扱いが明確に示されていないこと。

大 阪 市
誤り接種がないように本市ホームページやポスター等で周知を

行った。

４回目の接種券発送については、60歳以上の方及び３回目接種

から５か月以上経過した18歳以上のすべての市民に発送する

が、接種対象者は、60歳以上の方及び基礎疾患のある18歳以上

の方であることから、誤り接種がないように周知する必要があ

る。

堺 市

・5月27日から、3回目接種から5カ月を経過する60歳以上の方

に4回目接種券を順次発送。18歳以上60歳未満の基礎疾患のあ

る方、重症化リスクが高いと医師が認める方等には、電子申

請、電話、郵送で申請を受け付けて接種券を発送。

・個別接種会場（医療機関）は、接種券が届き次第接種可能。

集団接種会場（医療機関）は6月13日から接種開始。2カ所に縮

小していた集団接種会場（地域会場）は、6月20日から7カ所に

拡大して接種開始。

・4回目接種の趣旨、ワクチン接種の効果や副反応などについ

て、対象者への丁寧な広報と情報提供。

・現時点において、接種期間が令和4年9月30日までであるた

め、接種時期が10月以降になる対象者への問合せに明確な説明

ができない。

【参考３】４回目接種について

府県市 取組状況 課題等
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兵 庫 県
・県内2ヶ所に開設している県主導の大規模集団接種会場におい

て、6月14日から接種できる体制を構築。

・事前予約だけでなく、当日予約も受付し、接種を推進。

・接種の意義を周知するための効果的な広報が必要。

神 戸 市

・60歳以上の方については、３回目の接種から５カ月経過後を

目途に順次接種券を発送（初回発送は令和４年５月31日）。

・60歳未満の基礎疾患を有する方等については、郵送による紙

の接種券のほか、申請後、即時にお手元に届く「こうべE-mail

接種券」を新たに導入。

・従来と異なり対象者が限定される点や接種目的が発症予防で

なく重症化予防である点の周知。

・医療従事者や介護従事者を含め、今回の対象とならない人で

打ちたい人がいたときの対応。

・今後対象者が拡大された場合の対応。

和歌山県

・市町村から情報収集を行い、接種券の発送日程や基礎疾患者

等に対する発送方法について情報を共有。

・高齢者施設等の想定終了時期を市町村に示し、高齢者施設等

との日程調整を市町村に依頼。また、県高齢者部局から高齢者

施設に対し可能な限り早期に接種を受けるよう働きかけを実

施。

・初回接種・3回目接種と平行しての接種により接種事務が複雑

化することから、間違い接種を防止するため、ワクチン・接種

回数別のワクチン取扱いを纏めた医療機関向け情報資材を作成

し、市町村に提供。

・現時点において、接種期間が令和4年9月30日までであるた

め、接種時期が10月以降になる対象者への問合せに明確な説明

ができない。

・モデルナワクチンの配分比率が高く、ファイザーワクチンが

不足する可能性がある。

鳥 取 県

・市町村との接種体制協議会を随時開催し、接種券発送の日程

や高齢者施設における接種方法等について情報を共有。円滑な

接種の推進を図っている。

・16市町村の集団接種会場で4回目接種を実施するほか、県営大

規模集団接種会場でも随時受け入れる体制を構築ずみ。

・接種の意義を周知するための効果的な広報が必要。

・現時点において、接種期間が令和4年9月30日までであるた

め、接種時期が10月以降になる対象者への問合せに明確な説明

ができない。

徳 島 県

・市町村との実務担当者会議を随時開催し、接種券発送の日程

や高齢者施設における接種方法等について情報を共有。円滑な

接種の推進を図っている。

・県内4ヶ所に開設している県主導の大規模集団接種会場におい

て、5月25日から接種できる体制を構築。

・接種の意義を周知するための効果的な広報が必要。

・現時点において、接種期間が令和4年9月30日までであるた

め、接種時期が10月以降になる対象者への問合せに明確な説明

ができない。

奈 良 県

・４回目接種を円滑に進めるため、市町村との間で２週間に１

回開催している連絡会において、接種券の発送状況、４回目接

種の開始時期について情報を共有。

・県広域接種会場で６月９日より４回目接種を開始。

・「BA.5」系統に対するワクチンの効果が弱いのではないかと

一部報道されている中で、県民に対し、4回目接種の意義をどの

ように伝えていくかが課題。

府県市 取組状況 課題等
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